
生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の一部を改正する規則(令和3年3月生駒市教育委員会規則第1号)新旧対照表 
現行 改正案 

附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に

次の1項を加える。 

 附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に

次の1項を加える。 
 （令和3年度及び令和4年度における預かり保育料の特例） （令和3年度及び令和4年度における預かり保育料の特例） 
2 令和3年度における第3条第1号に掲げる幼稚園の4歳児クラス及び5歳児ク

ラス並びに令和4年度における同号に掲げる幼稚園の5歳児クラスの預かり

保育料の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

2 令和3年度における第3条第1号に掲げる幼稚園の4歳児クラス及び5歳児ク

ラス並びに令和4年度における同号に掲げる幼稚園の5歳児クラスの預かり

保育料の額は、別表の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。 

 (1) 三期休園日以外に利用する場合の預かり保育料  (1) 三期休園日以外に利用する場合の預かり保育料 

略 
 

略 
 

(2) 三期休園日中に利用する場合の預かり保育料 (2)  三期休園日中に利用する場合の預かり保育料 
    預かり保育料の額 

1月当たりの利用日数

が11日以上 
1月当たりの利用日数が

10日以下 

午前7時30分から午前8時
30分まで 

月額1,600円 日額150円

午前8時30分から正午ま

で 
月額5,500円 日額520円

午前8時30分から午後6時
30分まで 

月額16,000円 日額1,500円

正午から午後5時まで 月額8,000円 日額750円
正午から午後6時30分ま

で 
月額10,300円 日額970円

 

    預かり保育料の額 
1月当たりの利用日

数が11日以上 
1月当たりの利用日数が

10日以下 

午前7時30分から午前8時
30分まで 

月額1,600円 日額150円

午前8時30分から正午ま

で 
月額5,500円 日額520円

午前8時30分から午後5時
まで 

月額13,500円 日額1,270円

午前8時30分から午後6時
30分まで 

月額15,800円 日額1,490円

正午から午後5時まで 月額8,000円 日額750円
正午から午後6時30分ま

で 
月額10,300円 日額970円

 

備考 備考 
 1 この表に定める預かり保育の利用時間帯を複数にわたって利用する

場合における預かり保育料の額は、1月当たりの合計額が16,000円
を超えるときは、1月当たり16,000円とする。 

 1 この表に定める預かり保育の利用時間帯を複数にわたって利用する

場合における預かり保育料の額は、1月当たりの合計額が15,800円
を超えるときは、1月当たり15,800円とする。 

資料１



 2・3 略  2・3 略 

  

別表を次のように改める。 別表を次のように改める。 
別表（第6条関係） 別表（第6条関係） 

1 三期休園日以外に利用する場合の預かり保育料 1 三期休園日以外に利用する場合の預かり保育料 
略 

 

略 
 

2 三期休園日中に利用する場合の預かり保育料 2 三期休園日中に利用する場合の預かり保育料 
 預かり保育料の額 

1月当たりの利用日

数が11日以上 
1月当たりの利用日

数が10日以下 

午前8時30分から正午まで 月額5,500円 日額520円
午前8時30分から午後4時30
分まで 

月額12,800円 日額1,200円

正午から午後4時30分まで 月額7,100円 日額670円
午前7時30分から午前8時30
分まで及び午後4時30分から

午後6時30分まで 

月額3,200円 日額300円

 

 預かり保育料の額 
1月当たりの利用日数

が11日以上 
1月当たりの利用日数

が10日以下 

午前8時30分から正午まで 月額5,500円 日額520円
午前8時30分から午後4時30
分まで 

月額12,600円 日額1,190円

正午から午後4時30分まで 月額7,100円 日額670円
午前7時30分から午前8時30
分まで及び午後4時30分から

午後6時30分まで 

月額3,200円 日額300円

 

備考 備考 
 1 この表に定める預かり保育の利用時間帯(午前7時30分から午前8時30分

まで及び午後4時30分から午後6時30分までを除く。)を複数にわたって利

用する場合における預かり保育料の額は、当該利用時間帯の1月当たりの

合計額が12,600円を超えるときは、1月当たり12,600円とする。 
 1・2 略 2・3 略 
  

 


